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ステークホルダーを巡る国立大学法人の現状（独法との比較）

①政策的観点

④情報公開・説明責
任の現状

⑤求められる
財務情報

・「国立大学経営力戦略」において、社会全体からの支援を
受け、財源を多元化し、強化を図ることが重要と指摘。

・法人法改正により「大学法人債」が制度化予定。

国立大学法人 独法との比較

多くの法人で、財務情報は「財務レポート」を多くの大学で
作成しているほか、統合報告書の作成も10大学で進められ

ており、すでに情報公開が進んでいる。

法人化当初は「国へのアカウンタビリティ」の要請が高かっ
たが、財源の多様化が求められ、かつ法人債が認められる現
在、財務情報を国以外のステークホルダーへ投資家目線で説
明することが重要となっている。

独法においても、自己収入の確保は求められ
るが、もともとが行政活動から一定の事務・
事業を分離し、業務の質・効率性の向上、自
律的な運営、透明性の向上が重視される。

「事業報告ガイドライン（平成30年9月）」
に基づいて、統合報告の要素も含めた説明責

任を果たすことが求められている。

法人の財務情報については、国からの評価を
受けることが優先課題となる。

②外部環境
国立大学法人は、国内では私立・公立大学、海外の大学との
国際的な競争環境にあり、教育・研究・産学連携それぞれで、
様々な評価に常にさらされている。

国内に唯一の機関が多く、
海外との競争についても多くない。

③ステークホルダー
の多様性

・直接的なサービス受益者＝学生・保護者・企業・患者等
・資金提供者＝国民（納税者）、寄付者（卒業生・企業）等
⇒財源の多様化のためには、様々なステークホルダーに向き
合うことが必要で、大学の財務の説明がベースとなる。

独法の性格により異なるが、主たる事業につ
いてサービス受益者が特定されているほか、
国からの財源割合が多い法人が多いため、
国への報告・説明責任が重視される。

2



①政策的観点（国立大学経営力戦略と東京工業大学の経営戦略事例）

国立大学経営力戦略（平成27年6月16日、文部科学省）
＜国立大学の経営力の強化＞
（前略）政府全体の財政状況が極めて厳しい中、各国立大学は、コスト意識の希薄な事業運営や、分散型の組織マネジメントによる経費配分を行っていては、社会からの
期待に応え、その役割を十分に果たしていくことができない。既存の枠組みや手法等にとらわれない大胆な発想の転換を行うためには、学長がリーダーシップを発揮し、
組織全体の改革の方向性を示す将来ビジョンを構築することが必要である。その際、確かなコスト意識と人・物・予算・施設利用等についての戦略的な資源配分構想を前
提とした経営的視点が、強く求められる。
また、その経営を支える財務基盤については、国立大学法人運営費交付金などの公的資金のみに依るのではなく、各国立大学が教育研究活動の成果を広く社会にアピールす
るアウトリーチを重視し、民間企業との共同研究や寄附金の拡大など社会全体からの支援を受け、その期待に対し目に見える形で応える、という好循環を形作っていく中
で、財源を多元化し、強化を図ることが重要である。こうした取組を加速することで、各国立大学が、様々な社会ニーズと正面から向き合いながら、自らの強み・特色を
生かした機能強化を一層進めるという持続可能な経営が行われ、学問の更なる発展と社会における新たな価値の創出を確かなものとしていくことが可能になる。

【参考】東京工業大学の経営戦略
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【出典】同大学令和元年度国立大学経営改革促進事業計画調書より
【出典】同大学令和元年度国立大学イノベーション創出環境強化事業
民間資金獲得額増加計画調書より



②外部環境の観点（国内外の大学との競争環境）

国立大学法人は国内では公立・私立大学、海外の大学と国際的な競争が行われている。
・例えば寄付については、私立大学以上に顕著な伸びを示す国立大学もある(左図)
・世界の大学との財政構造の比較において、外部資金（民間研究・寄付）の比率が低く、
今後、世界の大学と競争するために、更なる財源の多様化が必要。（右図）
・国立大学の海外企業との共同研究は、文部科学省産学連携調査によると、14億円
（H30）で共同研究全体の3％に過ぎない。

【出典】文部科学省委託調査「我が国大学の研究経営システム確
立に向けた国内動向に関する基礎的調査（㈱三菱総合研究所）
（2016年3月）」より

国公私立大学の「寄附件数×寄附受入額」の傾向（寄附額上位25校）（平成30年度）

4【出典】文部科学省「平成30年度 大学等における産学連携等実施状況について」より作成
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③ステークホルダーの多様性（収益構造）

独立行政法人のステークホルダー
独立行政法人は、国からの交付金・政府受託がほと
んどであり、その他法人の形態ごとに、直接のサー
ビス受益者がいる。基本的には国や国民への説明責
任が重要である。

国立大学法人のステークホルダー
国立大学法人においては、国からの交付金・委託研
究・補助金以外に、学生納付金・附属病院の利用
者・民間企業・寄付者・その他利用者など、「多様
なステークホルダー」に支えられており、コミュニ
ケーションが重要。（右図参照）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

理化学研究所

東京大学

運営費交付金/施設費収益 政府関連受託研究収入 資産見返戻入 民間研究収入 寄付金収益 学生納付金収入 附属病院収益 その他自己収入

財務構造に
おいても、
大学は多様
なステーク
ホルダーに
支えられて
いる。
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【国立大学法人と独立行政法人の収益構造の違い】

（出典）私立大学社会的責任（USR）研究会報告書より



④情報開示の進化（国立大学の統合報告書の流れ）

2018年度（1校） 2019年度（10校）

東京大学 東京大学、宇都宮大学、筑波大学、千葉大学、一橋大学、新潟大学、
福井大学、三重大学、神戸大学、岡山大学

※京都大学は財務レポートであるが、統合報告フレームワークに準拠している。

今まで国立大学法人は「財務レポート」を作成・公表することが多かった。しかし一昨
年度から単に財務情報を伝えるだけではなく、「財務情報」と「非財務情報」を組み合
わせた「統合報告書」の作成が広がっている。
今後、多様なステークホルダーに「大学の価値創造プロセス」や「大学での課題や取
組」について報告が必要と思われる。以下の４大学は大学の財務上の課題を、様々な形
でステークホルダーに対して問題を伝えようとしていた。

東京大学 神戸大学 宇都宮大学 千葉大学
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【参考】各大学の統合報告書についての分析を、東京
大学IRデータ課長の青木氏に協力いただき、「月刊先
端教育「2020年5月号」」に寄稿した。



⑤ステークホルダーから求められる財務情報（経営体にふさわしい国大会計への転換の要望）

別に文部科学省において「国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議」が開催されており、以下は令和２年6月19日に東京大学五神総長
が提言されたものの、財務会計制度についての部分を抜粋したものである。
また、今後、東京大学では「国立大学法人債」の発行を目指しており、投資家への説明責任が重要であり、今の会計基準では対応できないと
指摘されている。
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17

経営体にふさわしい国立大学法人会計制度
✔ 国立大学が官民から支えられる経営体になると、国（独法）の会計基準をもとにした
現在の財務諸表では、民のステークホルダーへの説明責任が果たせない。
国立大学法人特有の会計処理から脱却し、投資家が理解できる会計制度が必要。

国大法人
特有の会
計処理を
全て外す
（損益外、
債務受、
科研費な
ど）

東大オリジナルの経済的財務諸表を開発中

『２０１９年版統合報告書（IR×IR）』 では、企業会計原則に戻した財務諸表を提示
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国が国立大学に求める役割への確実な支援

✔ 国が国立大学に求める役割については、国の基盤インフラとして国が確実に

支援することをルール化すべき。具体的な資金投入目標を設定する。

✔ 限られた国費は、国として推進すべき最先端の研究、日本が維持すべき固有の

文化や言語、国家的なインフラ、優れた若手研究者の確保・支援などに使う。

※未来投資会議6.16資料 五神議員意見

「研究機関の枠を超えたオールジャパンの研究員雇用制度（国が雇用を保障する「公的研究員」

を作り、若者の研究者ポストを国が確保すべき。」 例：数学、理論物理、日本文化、日本語

✔ 国立大学経営で一番困るのは、国からの運営費交付金の配分基準や配分額

が毎年変わるため、長期的な予算計画が立たないこと。

第4期中期目標・中期計画期間からは、各大学の経営判断で、運営費交付金の

配分額を一定に固定化することも選べるようにする。

（マイナスの価値で承継した不動産の維持管理、国家公務員から承継した

教職員の人件費等に配慮）

✔ 経営体にふさわしい、新しい国立大学法人会計制度に改める必要。

国立大学の財源の多様化へ
（運営費交付金と自己資金調達のバランスのとれたミックス）

【出典】国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議第5回（2020年6月19日）東京大学五神総長資料より



特徴：国立大学法人の会計基準を単に説明するだけではなく、
「よもやま話」として論点を整理したうえで、「民間的な財務
諸表」を公表し、ステークホルダーとの対話を試みている。

⑤ステークホルダーから求められる財務情報（東大の統合報告書での会計基準についてのコメント）
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【出典】東京大学統合報告書より抜粋



⑤ステークホルダーから求められる財務情報（世界と比較できる財務諸表へ）

ミシガン州立大学

独立行政法人と異なり、大学は国際競争にさらされており、世界のステークホルダーに向けた情報発信も重要である。名古屋
大学木村先生がアメリカ版の会計基準で組み替えを実施され、「Operating Loss」を表現されようとしている。
国立大学法人が国内向けの説明だけではなく、世界の大学との比較ができるような情報発信を考えていくべきではないか。
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【出典】内閣府PEAKS「財務・経営ワーキング第2回」
名古屋大学木村委員資料より



【まとめ】今後の国立大学法人会計基準の検討するうえでの提言

①政策的観点

④情報公開・説明責
任の現状

⑤求められる
財務情報

「国立大学経営力戦略」において、財務基盤について、公的
資金のみに依るのではなく、各国立大学が教育研究活動の成
果を広く社会にアピールし、社会全体からの支援を受け、財
源を多元化し、強化を図ることが重要と指摘されている。

国立大学法人（再掲） 提言

多くの法人で、学生募集・産学連携・寄付募集など、情報公
開に力を入れており、財務情報は「財務レポート」を多くの
大学で作成しているほか、統合報告書の作成も10大学で進

められており、すでに情報公開が進んでいる。

財務情報の役割も、法人化当初は「国へのアカウンタビリ
ティ」の要請が高かったが、財源の多様化が求められ、かつ
法人債が認められた現在、財務情報を国以外のステークホル
ダーへ投資家目線で説明することが重要となっている。

②外部環境
国立大学法人は、国内では私立・公立大学、海外の大学との
国際的な競争環境にあり、教育・研究・産学連携それぞれで、
大学ランキングなどの様々な評価に常にさらされている。

③ステークホルダー
の多様性

・直接的なサービス受益者＝学生・保護者・企業・患者等
・資金提供者＝国民（納税者）、寄付者（卒業生・企業）等
⇒財源の多様化のためには、様々なステークホルダーに向き
合うことが必要。

10
※上記のような問題意識について、検討会としても、当事者である国立大学法人からの意見も聞く必要があるのではないか。

国立大学法人会計基準
・国立大学法人債の導入と同時に、「主たるス
テークホルダーを国」としている独法会計をベー
スにした会計基準概念も「多様なステークホル
ダー」にわかりやすい会計基準に変える時期にき
ているのではないか。
・誰もがわかりやすい、資金収支のフロー情報の
充実も図るべきではないか。

国立大学法人会計制度
会計基準で計算した「損益ベース」の経営努力認
定（目的積立金）の仕組みについて、
・中長期に資金積立する仕組を入れるべき（例え
ば私学の減価償却特定資産など）
・会計基準を見直しする前提に立てば、経営努力
認定は損益計算を前提とするのではなく、資金収
支情報を生かすべき。（現状もそうなっている）

事業報告書の項目
統合報告等各大学の個性で情報開示が進んでおり、
事業報告に一律統合報告の要素を加味するのは不要



【統合報告書による財務面の情報開示】統合報告の事例（神戸大学）

特徴：
「財務諸表から直接、教
育研究コストに関する情
報をくみ取ることはでき
ない」として、独自に活
動別コスト・財源につい
ても明示し、多様なス
テークホルダーに伝える

努力をしている。
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【出典】神戸大学統合報告書



【統合報告書による財務面の情報開示】統合報告の事例（千葉大学）

特徴：財務・非財務も含め、大学がもつ資本から、どのようにマネジメントし
てアウトプット・アウトカムを生み出そうとする価値創造のプロセスを明記し

ている。
（国際統合報告のフレームワークに準拠しようとしている）

特徴：
基金につ
いて、活
用につい
ての実績
を分かり
やすく伝
えている

特徴：
建物・設
備につい
ての「老
朽化」比
率を示し、
老朽化し
ているこ
とを明示
している

12

【出典】千葉大学統合報告書



【統合報告書による財務面の情報開示】統合報告の事例（宇都宮大学）

特徴：固定資産についての財務上の課題を明らかにし、大学の持つマスタープランを
明記しつつ、「今後も経営努力を継続しながら、学内財源のみならず、民間からの寄
付、長期借入金、地方公共団体との連携、行政庁からの補助金等、多様な財源での整
備について検討」するとして、多様なステークホルダーとの関わりを示している

特徴：寄付金の主な支出額を示すことにより、
寄付者に対しての説明責任を果たそうとしている
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【出典】宇都宮大学統合報告書


